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内閣総理大臣決裁

１．趣旨

我が国を巡る安全保障環境が大きく変化する中、時代状況に適合した実効性のある安

全保障の法的基盤を再構築する必要があるとの問題意識の下、個別具体的な類型に即し、

集団的自衛権の問題を含めた、憲法との関係の整理につき研究を行うため、内閣総理大

臣の下に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会 （以下 「懇談会」という ）を」 、 。

開催する。

２．構成等

（１）懇談会は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣総理大臣が開催する。

（２）内閣総理大臣は、別紙に掲げる有識者の中から、懇談会の座長を依頼する。

（３）懇談会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

（４）懇談会の事務は、内閣官房長官が掌理し、内閣官房副長官（事務）がこれを助

け、内閣官房において処理する。
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